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【届出の対象とした募集金額】
 
株主割当 ０円

（注）　会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方

法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額は

上記のとおり無償です。

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額

 10,082,646,150円

（注）　上記新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に

際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、

2024年８月１日現在の当社の発行済株式総数（当社が保

有する当社普通株式の数を除きます。）及び行使代金

555円を基準として算出した見込額です。新株予約権の

行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の

発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社メタプラネット(E02978)

有価証券届出書（組込方式）

 1/33



第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券】

（１）【募集の条件】

発行数 18,166,930個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 ０円

発行価格
新株予約権１個につき０円

（新株予約権の目的である株式１株につき０円）

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 該当事項はありません。

申込期間 該当事項はありません。

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所 該当事項はありません。

払込期日 該当事項はありません。

割当日 2024年９月６日

払込取扱場所 該当事項はありません。

　（注）１．新株予約権証券（以下「本新株予約権」といいます。）の発行については、2024年８月６日付取締役会決議

によります。なお、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件としています。

２．募集の方法

会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法により、下記（注）３．「株主確定日」に定める

株主確定日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有する当社普

通株式１株につき新株予約権１個の割合で、当社第11回新株予約権を割り当てます（以下「本新株予約権無

償割当」といいます。）。

３．株主確定日

2024年９月５日

４．割当比率

各株主の所有する当社普通株式１株につき本新株予約権１個を割り当てます。

５．本新株予約権無償割当の効力発生日（会社法第278条第１項第３号に定める新株予約権無償割当てがその効

力を生ずる日をいいます。以下同じです。）

2024年９月６日

６．発行数（本新株予約権の総数）について

発行数（本新株予約権の総数）は、株主確定日における当社普通株式の発行済株式総数から同日において当

社が保有する当社普通株式の数を控除した数とします。上記発行数は、2024年８月１日現在の当社の発行済

株式総数（当社が保有する当社普通株式の数を除きます。）を基準として算出した見込みの数であり、外国

居住株主に対する発行数を含んでいます。

７．申込手数料、申込単位、申込期間、申込証拠金、申込取扱場所、払込期日及び払込取扱場所について

本新株予約権は、会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法により発行されるものであるた

め、当社の定める効力発生日において、何らの申込み手続を要することなく、また、新たな払込みを要する

ことなく、本新株予約権が付与されることとなります。したがって、申込み及び払込みに関連する上記事項

については、該当事項はありません。

８．外国居住株主による本新株予約権の行使又は転売について

本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、また、その予定

もありません。したがって、外国居住株主については、それぞれに適用される証券法その他の法令により、

本新株予約権の行使又は転売が制限されることがあるため、外国居住株主（当該株主に適用ある外国の法令

により、上記の制限を受けない機関投資家等を除きます。）は、かかる点につき注意を要します。なお、米

国居住株主（1933年米国証券法（U.S. Securities Act of 1933）ルール800に定義する「U.S. holder」を

意味します。）は、本新株予約権を行使することができません。
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな

る株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的となる

株式の数

18,166,930株

本新株予約権の目的となる株式の総数は、2024年８月１日における当社普通株式の発行済株

式総数から同日において当社が保有する当社普通株式の数を控除した数であり（本新株予約

権１個当たりの目的となる株式の数は１株とします。）、上記本新株予約権の目的となる株

式の総数は、2024年８月１日現在の当社の発行済株式総数（当社が保有する当社普通株式の

数を除きます。）を基準として算出した見込みの数です。

新株予約権の行使時の払

込金額

各本新株予約権の行使に際して本新株予約権の保有者（以下「本新株予約権者」といいま

す。）が支払うべき金額（以下「行使代金」といいます。）は、本新株予約権１個当たり

555円とします。これは、過去６か月間（2024年２月２日から2024年８月２日まで）の当社

普通株式終値の平均が577円であったことを参考に、増資の場合に一般的に「有利価格」と

される10％よりもやや大きめの割引率（2024年８月５日の終値から17％）を用いてできるだ

け株主の皆様に行使いただきやすい価格にするために決定したものであります。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

10,082,646,150円

（注）　上記本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、

2024年８月１日現在の当社の発行済株式総数（当社が保有する当社普通株式の数を

除きます。）を基準とし、行使代金555円で、かつ、本新株予約権無償割当により

割当てのあった全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した見込額です。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、555円とします。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし（計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準

備金の額とします。

新株予約権の行使期間 2024年９月６日（当日を含む。）から2024年11月５日（当日を含む。）までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．本新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社アイ・アール ジャパン

（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号）

２．行使請求の取次場所

 該当事項なし。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社

（東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号）

新株予約権の行使の条件 １個の本新株予約権の一部のみを行使することはできないものとします。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、2024年10月16日に、無償で、同日において残存する本新株予約権の全部（一部は不

可）を取得するものとします（以下、取得した本新株予約権の総数を「取得本新株予約権

数」といいます。）。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。なお、当社取締役会は、

信用取引に関して証券金融会社が自己の名義で割当てられた本新株予約権について、証券取

引所及び証券金融会社の規則に従い、当該新株予約権を譲渡された証券会社及び証券会社を

通じて当該新株予約権を譲渡された者による取得並びにその他必要と認められる場合には、

譲渡による本新株予約権の取得を承認することとする。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項なし。
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　（注）１．本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1）本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこ

れに記名押印したうえ、上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間中に、上記表中「新株予約

権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「本新株予約権の行使請求の受付場所」

に提出するものとします。

(2）本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金

銭の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項

「行使請求の払込取扱場所」の当社が指定する口座に振り込むものとします。

２．本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が上記表中「新株予約権の行使請求の受付

場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「本新株予約権の行使請求の受付場所」に到達し、かつ、当該

本新株予約権の出資価額の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場

所」欄第３項「行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

３．本新株予約権の行使請求の具体的手続及び期限

本新株予約権の行使期間は、

①　当社が取得条項に基づき本新株予約権を取得する前の本新株予約権者（以下「一般投資家」といいま

す。）が権利行使することができる期間（以下「一般投資家権利行使期間」といいます。）

2024年９月６日から2024年10月15日まで

②　当社が取得条項に基づき本新株予約権を取得した後に当社からの譲渡で本新株予約権を取得した者（以

下「特定投資家」といいます。）が本新株予約権に基づき権利行使することができる期間（以下「特定

投資家権利行使期間」といいます）

2024年10月16日から2024年11月５日まで

とします。なお、特定投資家は現時点では決まっておりませんが、過去に当社のファイナンスを引き受けた

ことがある投資家もしくはこれらの投資家から紹介を受けた投資家を中心に、本有価証券届出書提出日以後

2024年８月22日までに当社が接触し、選定いたします。選定においては、コンプライアンスチェックや資金

原資の確認を行ったうえで取締役会が譲渡を決定するようにいたします。また、特定投資家が決定した際に

は訂正届出書の提出と適時開示をいたします。特定投資家への譲渡数は取締役会にて決定し、もし特定投資

家への譲渡数の合計が取得本新株予約権数を下回った場合は、残りの新株予約権は失効いたします。特定投

資家への譲渡価格は当社と独立した第三者評価機関による本新株予約権の価値評価を取得したうえで、それ

をもとに適切な価格を取締役会で決定いたします。

※会社法に基づいて新株予約権の内容として定める本新株予約権の行使期間は、一般投資家権利行使期間及

び特定投資家権利行使期間を合わせた期間とします。

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に記載のとおり、当社は、2024年10月16日に、無償

で、同日において残存する本新株予約権の全部（一部は不可）を取得します。したがって、一般投資家が本

新株予約権を行使する場合には、一般投資家権利行使期間に本新株予約権の行使請求を行う必要がありま

す。そして、本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達

し、かつ、当該本新株予約権の出資価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生

するため、一般投資家が本新株予約権を行使するためには、行使請求受付場所において、本新株予約権の行

使請求の取次ぎに必要な事項の通知が受理されるとともに、出資価額の払込みが確認されていることが必要

となります。すべての確認には数日（４～５日）を要しますので、余裕をもってご対応いただきますようお

願いいたします。

なお、本新株予約権の具体的な行使方法については、後日お送りする通知書をご確認ください。

４．本新株予約権の売買等

本新株予約権は、東京証券取引所その他の金融商品取引所において、上場の予定はありません。

５．新株予約権者に対する新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。
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２【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　本新株予約権無償割当による調達金額は、本新株予約権の行使状況により変動いたします。本新株予約権無

償割当による当社の調達金額は、本新株予約権の全てが行使された場合に最大になり、その額は下記記載のと

おりです。

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

10,082,646,150 86,289,000 9,996,357,150

　（注）１．上記の払込金額の総額は、本新株予約権の出資価額の合計額であり、2024年８月１日現在の当社の発行済株

式総数（当社が保有する当社普通株式の数を除きます。）を基準として本新株予約権無償割当により割当て

のあった全ての本新株予約権が行使代金555円で行使されたと仮定した場合の金額です。

２．発行諸費用の概算額は、登記関連費用35,289千円、弁護士費用5,000千円、その他諸費用46,000千円の合計

であります。

３．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

４．本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上

記差引手取概算額は減少いたします。

 

 

（２）【手取金の使途】

　本新株予約権の発行並びに割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計約10,000

百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　社債の償還 1,000 2024年10月～2025年６月

②　ビットコインの購入 8,500 2024年９月～2024年12月

③　運転資金 500 2024年10月～2026年12月

合計 10,000  

　（注）１．調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

２．資金使途優先順位は①から順としますが、各項目の必要なタイミングにより、順序が前後する可能性があり

ます。

３．③運転資金を減少させ、その分を②ビットコインの購入に充当する可能性があります。

４．②ビットコインの購入の支出予定時期はビットコインの時価により変動する可能性があります。ビットコイ

ンの価格が合理的な範囲を超えて急騰しない限り、当社はできる限り早い時期にビットコインを購入してい

く予定であり、2024年末までに購入を完了することを目指してまいります。なお、資金使途の変更や支出予

定時期に変更があった場合には速やかに開示いたします。

 

資金使途の詳細は、以下の通りであります。

①　社債の償還

当社は2024年６月26日にEVO FUNDに対して10億円の第２回普通社債（金利年率0.5％）を発行いたし

ました。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当しております。同社債の償還

期日は2025年６月25日ですが、発行日から３ヶ月を経過した2024年９月26日以降は、社債権者が１ヶ月

以上前までに当社に書面で通知することにより、当社に対して当該時点において未償還の本社債の全部

又は一部につき、繰上償還請求をすることができることになっています。そのため、当社は繰上償還請

求があった際の準備として、そして繰上償還請求がなかった場合は償還日の償還準備として、本新株予

約権の発行と行使により返済原資を確保することにいたします。なお、当該社債に係る利息は、手元資

金を充当いたします。

 

②　ビットコインの購入

我が国の高い債務水準や長期にわたる実質マイナス金利、止まらない円安等に象徴される現在の日本

の厳しい経済環境を踏まえ、当社は、2024年５月13日付「メタプラネットの財務管理の戦略的転換およ

びビットコインの活用について」にて開示したとおり、戦略的にビットコインを主要準備資産として採

用するべく、財務管理の軸足を移しました。この決定は、円安に伴う資産リスクを軽減し、ビットコイ

ンの長期的な上昇の可能性を活用することを目的としています。

主な戦略事項
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１．通貨安に対する保護：継続的な円安は大きな資産リスクをもたらします。ビットコインを保有する

ことで、国家にとらわれない資産価値保護の手段としてビットコインのこれまでの実績を活用し、

通貨安から資産を守ることを目指します。

２．市場機会の活用：当社は、長期の円建て負債を用いて戦略的な通貨裁定取引とビットコインの取得

を行い、資金を有効活用する予定です。このアプローチは、日本の金融市場における低金利の状況

を利用し、低いコストでビットコインを蓄積することを可能とします。

３．株主価値の向上：当社のビットコインファースト戦略は、1株当たりの利益を高めることを目的と

し、時間の経過とともに大きく上昇する可能性のあるビットコインの保有を増やすことで1株当た

りの時価が増大し、株主価値を高めてまいります。

４．税効率の向上：日本の現在の税制では、ビットコインの保有は企業においては一定の条件を満たせ

ば含み益に課税されないなど、他の資産よりも有利な面があり、また個人においては上場株の実現

利益は申告分離課税(20.0％)が適用され、他の累進課税税率の対象となる所得に比べて低い税率で

課税されているため、当社を通してビットコインを保有し、実現利益を当社株式の売買で得ること

により、申告分離課税での税制が活用できるようになります。さらに、当社では106億円の蓄積し

た税務上の繰越損失（2023年12月末時点）を活用し、将来の実現利益を相殺することができるた

め、税負担を最小限に抑えることができます。

５．長期的な成長：ビットコインを中核資産として採用することで、当社は世界の金融分野の中で先進

的な事業体としての地位を確立していきます。ビットコインの戦略的財務準備資産としての位置付

けは、革新的な金融戦略を活用して企業価値と成長を高めるという当社のビジョンと一致していま

す。

購入したビットコインは大部分を長期保有目的として保管し、将来のビットコインの資産価値上昇を

当社の企業価値の増大につなげてまいります。さらに、ビットコインの一定額分は運用資産として活用

し、イールドからの収益を得ることを目指してまいります。なお、2024年７月31日時点での当社のビッ

トコインの保有残高、およびこれまでの購入履歴は、以下のとおりであります。

 

ビットコイン保有枚数：　245.992ビットコイン

ビットコイン保有時価：　2,461千万円

購入日付
ビットコイン購入枚数
（ビットコイン）

平均購入価格
（円／1ビットコイン）

購入総額

2024年４月22日 97.8519 10,219,524 10億円

2024年５月10日 19.8698 10,065,548 ２億円

2024年６月11日 23.351 10,706,180 ２億５千万円

2024年７月１日 20.195 9,903,441 ２億円

2024年７月８日 42.466 9,419,300 ４億円

2024年７月16日 21.877 9,142,021 ２億円

2024年７月22日 20.381 9,813,061 ２億円

 

当社は、財務管理を将来を見据えた戦略と合致させることで、株主価値を継続的に高めながら日本経

済の難局を乗り切る態勢を整えてまいります。

当然ながら、当社は、ビットコインには固有のリスクが存在することも認識しております。考えられ

る主なリスクとしては以下が挙げられます。

①ビットコインのボラティリティ：ビットコインの価格は、需給の動き、規制当局の発表、メディアの

影響、技術的変化、広範な経済動向全般など、さまざまな要因によって大きく変動します。この変動

は、当社の財務の健全性と経営成果に大きな変動をもたらす可能性があります。この点については、

ボラティリティは短期的と長期的なものがあり、長期的な保有戦略の当社にとっては、ビットコイン

の長期的な時価総額と流動性の拡大が何よりも重要で、実績に基づいても財務準備資産に取り入れる

べきものと考えております。

②規制リスク：規制の変更または政府の新たな措置は、ビットコインへの投資実行、ビットコインの市

場価格、ビットコインの事業運営への活用、および不換紙幣への変換性、などに悪影響を及ぼす可能

性があります。この点については、現在世界中でビットコインのETFの承認や政府・企業によるビッ

トコインの採用が続いており、今後もビットコインにとって規制リスクは少なくなっていくものと考

えております。

③セキュリティおよび運用リスク：当社のビットコイン保管は外部のサービスプロバイダーに依存して

います。外部サービスプロバイダーに障害が発生した場合、当社の保有するビットコインの紛失、盗
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難、破壊につながる可能性があり、当社の資産に重大なリスクが生じます。この点については、セ

キュリティ環境は日進月歩進化しており、今後も更なるセキュリティ強化がなされていくものと考え

ております。

④採用と使用：ビットコインは、ETFの導入や主要財務資産としての関心の高まりにより、その受容と

使用において時価総額が１兆ドルを超える著しい成長を遂げましたが、その将来的な採用範囲はまだ

不透明です。ビットコインがすべての企業、消費者、団体に普遍的に受け入れられるとは限らない可

能性や、時間の経過とともに人気が低下し、その価値に影響を与える可能性があります。この点につ

いては、ビットコインは他のいわゆる「仮想通貨」と比べても、流動性、取引高、不換紙幣との換価

性、時価総額がすでに最大規模であり、保有リスクは管理できるものと考えております。

当社は、本新株予約権を発行してビットコインの保有を増やしていくことにより、当社の財務の健全

性を強化するとともに、長期的な保有を通じて企業価値の持続的な向上を目指してまいります。

具体的には、まずバランスシートの強化については、当社の中核的な準備資産であるビットコインを

追加取得し保有することで、当社の流動性資産が高まり、新たなビジネスラインとビジネスチャンスを

開拓し、同時に存のビジネス事業を成長させる基盤が構築できるようになります。

つぎに、ビットコインには大きな流動性と担保性があるため、当社は、ビットコインを保有すること

により、ビットコインを担保に入れて融資を受け、追加の資金調達の可能性を検討できます。このアプ

ローチは、企業が不動産や株式のような伝統的な資産を利用して資金を調達する方法を反映したもので

あり、それによってさらなる戦略的投資や事業拡大に資金を供給することが可能になります。

三つ目として、先物契約とオプションによる収入創出の機会が得られます。他のコモディティの生産

者/保有者が利用できるオプションと同様に、当社は保有するビットコインを活用して、先物やオプ

ションの活用を通じて収入を得る可能性があります。先物契約やオプションを販売することにより、プ

レミアムを獲得し、追加収入の流れを構築することができます。この財務戦略は、当社のビットコイン

資産の有用性を最大化するだけでなく、当社の全体的な財務安定性と成長可能性を高め、株主価値を向

上させます。

最後に、透明性のある報告と株主参加を促進します。当社は、ビットコインの保有とビットコイン関

連投資のパフォーマンスについて、透明性のある報告をお約束します。株主様への定期的な報告によ

り、保有するビットコインの数、その市場価値、および利回り活動から発生する収益について明確にお

伝えします。この透明性は、健全な事業運営と株主の信頼に対する当社のコミットメントを具現化する

ものです。

よって、当社の企業戦略にビットコインを戦略的に統合することで、当社は企業価値を持続的に高め

る態勢を整えてまいります。ビットコインを活用してバランスシートを強化し、資金を確保し、先物契

約やオプションを通じて収益を上げ、リスクを効果的に管理することで、長期的な成長を推進し、株主

価値の向上を実現することを目指してまいります。

 

③　運転資金

当社の運転資金として、本社経費である人件費や家賃、管理費等に充当してまいります。2024年10月

から2026年12月までに充当が完了する見込みでありますが、既存のホテル事業や今後のビットコインに

関連する収入などからの余剰資金が発生した場合には、運転資金には充当せずビットコインの追加購入

に充当することがあります。
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第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１．資金使途の合理性に関する考え方

　当社は、この度調達した資金について、上記「第１　募集要項　２　新規発行による手取金の使途　(2）手取金の

使途」に記載の使途に充当することを予定しております。当社は、本新株予約権無償割当を実行することにより当社

グループの今後の成長へ向けた事業展開を促進し、ひいては株主価値の増大に寄与するものと考えており、当該資金

の使途には合理性があると判断しています。

 

２．発行条件等の合理性

(1）権利行使に係る価額及びその算定根拠等

本新株予約権を行使する際の本新株予約権１個当たりの行使代金につきましては、555円と設定しておりま

す。これは、前述のとおり、過去６か月間（2024年２月２日から2024年８月２日まで）の平均株価が577円で

あったことを参考に、増資の場合に一般的に「有利価格」とされる10％よりもやや大きめの割引率（2024年８月

５日の終値から17％引き）を用いて、できるだけ株主の皆様に行使いただきやすい価格にするために、割り引い

て決定したものであります。この行使代金は、当該行使代金の本新株予約権の発行決議日の前営業日である2024

年８月５日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準としたディスカウント率が17％とな

りますが、本新株予約権は新株予約権無償割当ての方法により割り当てられるものであり、割当てを受ける株主

が本新株予約権の行使代金の設定により直接経済的利益を受け又は経済的損失を被るということはありません。

したがって、行使代金は、基本的には調達金額と割当比率（当社の各株主の保有する当社普通株式１株につき割

り当てられる本新株予約権の個数と本新株予約権１個当たりの目的となる株式数の比率）を踏まえて決定された

ものです。すなわち、割当比率については１：１：１（当社の各株主の保有する当社普通株式１株につき割り当

てられる本新株予約権の個数は１個、本新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株）とした上で、本新株

予約権の行使により発行される予定の株式の数及び本新株予約権の行使の可能性（本新株予約権が行使されやす

いよう、時価を下回る行使代金を設定しております。）、当社普通株式の流動性、当社の財政状態等を総合的に

勘案しつつ、上記「第１　募集要項　２　新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」に記載の今後の資

金使途の為に必要な金額を調達できる金額として決定されたものです。

 

(2）取得条項及びその対価等

上記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券（第11回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等」

の「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に記載のとおり、本新株予約権には取得事由が定められて

おり、当社は、2024年10月16日に、無償で、同日において残存する本新株予約権の全部（一部は不可）を取得し

ます。

権利行使期間内に本新株予約権の行使を行わなかった既存の株主様は、１株当たりの経済的価値の希薄化によ

り被る経済的な不利益の一部を補うことができない可能性があります。しかし、既存の株主様には本新株予約権

の行使により１株当たりの経済的価値の希薄化により被る経済的不利益の全部又は一部を軽減する機会が付与さ

れていることに照らしますと、本新株予約権無償割当において、当社による取得時の本新株予約権の対価を支払

う必要は必ずしもないものと考えております。

 

(3）外国に居住する本新株予約権者による本新株予約権の行使について

本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、またその予定もあ

りません。したがって、外国居住株主については、それぞれに適用される証券法その他の法令により、本新株予

約権の行使又は転売が制限されることがありますので、外国居住株主（当該株主に適用のある外国の法令によ

り、上記の制限を受けない適格機関投資家等は除きます。）は、かかる点に注意を要します。なお、米国居住株

主（1933年米国証券法(U.S. Securities Act of1933)ルール800に定義する「U.S. holder」を意味します。）

は、本新株予約権を行使することができません。

本新株予約権の割当てを受けた外国居住株主に対する当該制限につきましては、会社法上の株主平等の原則に

抵触するものではないか慎重に検討いたしましたが、当社といたしましては①米国その他当該国の証券法の規制

が適用される可能性がある国を調査のうえで特定し、外国居住株主が当該国に居住するか否かの調査を実施し、

当該国に居住する株主の行使を認めた場合に履行する必要があり得る当該国における登録等の手続きに係るコス

トが極めて大きな負担となる一方で、②本件においては、本新株予約権は、当社取締役会にて承認させていただ

く前提において外国居住株主が本新株予約権を譲渡することも可能であること等に鑑み、慎重に検討を行った結

果、本新株予約権無償割当てを実行するにあたり、外国居住株主に権利行使を認めた場合における事務・コスト

負担を考慮すれば、権利行使を制限することについて必要性があると判断し、また、外国居住株主が我が国の市

場で株式を購入することができる状況にある場合には、外国居住株主は、株式を購入することにより持分割合を
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維持することが可能であること等の理由から、最終的に当該制限は正当な理由に基づく合理的かつ相当な取扱い

として、株主平等の原則に違反するものではないと当社として判断いたしました。

 

３．本資金調達方法を選択した理由

　当社は、今回の資金調達に際して、既存株主の皆さまの利益保護を実現させるべく、第三者割当増資等の様々な資

金調達の方法を検討いたしました。その結果、以下の点を総合勘案し、今回の資金調達方法として、ご支援をいただ

いております既存株主の皆さまに対し、行使代金555円という2024年８月５日の株価よりも17％低い価格で、今後の

当社グループの成長を見据えた投資機会を平等に提供させていただく、株主割当による新株予約権の無償発行（非上

場型）の方法を選択することといたしました。

(1）第三者割当増資

今回の資金調達は株主の皆様に公平な機会を享受していただきたい主旨があるため、特定の投資家のみに割り当て

増資を行うことは同主旨に沿いません。よって、本方法は選択しませんでした。

(2）公募増資

公募増資については、当社が過去３期以上に渡り営業損失を計上している業績の事実を考えると、公募増資による

発行株式が市場で安定的に取引され、当社が一定の資金を調達するのは困難と思われるため、適切でないと判断い

たしました。

(3）融資

融資は株式の希薄化を伴わないメリットがありますが、当社はすでに10億円の社債を発行しており、子会社が保有

するホテル資産も間接的に担保に入っております。また、上述のとおり当社は、過去３期以上に渡り営業損失を計

上していることから、金融機関からの借り入れは不可能な状態にあります。よって、追加の融資による資金調達は

困難な状況にあります。

(4）ライツ・オファリング

ライツ・オファリングはコミットメント型及びノンコミットメント型があり、いずれも新株予約権が上場され株主

の皆様が売買できる機会があります。ところが、当社は過年度において経常損失を計上しており、ノンコミットメ

ント型ライツ・オファリングの利用基準を満たしておりませんので、実施は不可能です。また、コミットメント型

ライツ・オファリングについては引き受け会社の引き受け費用が高額となるため、現実的な選択肢とはなりませ

ん。

一方、本新株予約権の株主様への無償割当ては、当社株式の取引状況・既存株主に対する希薄化の影響に配慮しつ

つ、当社の新たなビットコイン戦略に係る資金調達を行い財務基盤を安定させることとなる方法であること、株主の

皆様に平等な投資機会を享受いただき、その結果として当社の企業価値の向上に資し得る、現時点の当社における資

金調達方法として最も合理的と考えられる手段として選択しました。また、本新株予約権の行使価額を低く抑えるこ

とにより既存株主による本新株予約権の行使をよりしやすくし、既存株主の皆様が当社のビットコイン戦略の遂行に

よる企業価値上昇の恩恵を幅広く享受できることとなる設計としていること、また上述のとおり外国居住株主による

行使制限についても法令による規制がある結果、制限状態が発生してしまうものであり、株主平等の原則に違反する

ものではないこと等の事情から、、本新株予約権無償割当ての発行条件の内容は相当性があると考えております。

最後に、既存株主さまが本新株予約権の行使を選択されない場合でも、当社が資金を調達できる手段として、特定投

資家による行使を可能にする期間を設けております。当社は全ての株主の皆様に本新株予約権を行使いただき、本新

株予約権の行使により可能調達額全額を調達したいと考えておりますが、もし本新株予約権が行使されずにそのまま

失効した場合、当社の資金調達額が少なくなります。そこで、特定投資家に未行使となった本新株予約権を適正な価

額で譲渡し、行使していただくことにより、調達金額の最大化を可能とします。

＜メリット＞

（ⅰ）株主の皆さまへの平等な投資機会の提供

本資金調達方法の特長として、当社以外の全ての既存株主の皆さまが保有する株式数に応じて本新株予約権

を無償で割当て、既存株主の皆さまに平等な投資機会を提供しております。

（ⅱ）時価と比較して割安な新株予約権の行使

本新株予約権の行使価額について、当社普通株式前日終値より17％低い価額となりますが、より権利行使が

行いやすいように、また早期に投資メリットを享受することを可能にいたしました。

(ⅲ)資金調達の確実性の増加

本新株予約権については、一般投資家行使期間終了後、当社が取得条項により取得した本新株予約権を希望

する投資家に譲渡して行使をしてもらうことにより、一般投資家行使期間終了時点で残存している本新株予約

権についても行使をされる可能性があり、資金調達の確実性を増加させる仕組みを取り入れております。

＜デメリット＞

（ⅰ）資金調達額の不確実性

本資金調達方法においては、当社は発行した新株予約権が行使されることで資金調達を実現できることとな

るため、本新株予約権の割当てを受けた株主の皆さまの投資行動によっては、調達する資金の額が想定を下回

るおそれがあります。株主の皆さまにおかれましては、本有価証券届出書（今後訂正がなされた場合には、そ

の後の訂正を含みます。）に加えて、本日別途開示しました「新株予約権（非上場）の無償割当に関するお知
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らせ」及び「株主に対する新株予約権（非上場）の無償割当に関するご説明（Q&A）」を通じて、本資金調達

方法及び当社の状況を十分にご理解いただきたく存じます。なお、メリット（ⅲ）記載のとおり、確実性を向

上させるために、当社が譲渡する投資家により本新株予約権の行使がされるような仕組みを取り入れておりま

す。

（ⅱ）本新株予約権の売却の制限

今回の新株予約権の発行においては、本新株予約権は証券取引所へ上場されません。そのため、本新株予約

権の行使を希望されない株主の皆さまは、株式価値の希薄化により生じる不利益の全部又は一部を本新株予約

権の売却によって補う機会が制限されます。したがいまして、本新株予約権については、その割当先を確定さ

せる基準日を、本新株予約権にかかる有価証券届出書の提出日及び本プレスリリースの公表日から約１ヶ月間

空けることにより、基準日までに本新株予約権の行使を希望しない株主の皆さまが当社の株式の保有を継続し

て本新株予約権の割当てを受けるか否かを検討する時間を設定しました。

（ⅲ）行使の強圧性

本スキームにおいて、非上場新株予約権であるがゆえに市場売却ができない状況となるため、一般投資家に

は希薄化を回避するための行使について強圧性が発生します。この点を補うため、当社は、既存株主の皆様に

できるだけ行使しやすい価格にすべく、前日の終値から17％ディスカウントした行使価格を設定いたしまし

た。

（ⅳ）当社による未行使の本新株予約権の無償取得

当社が未行使の予約権を取得する時点では一般投資家の行使期間は終了してはいるものの、新株予約権とし

ての行使期間が残存するため、そのような点からは予約権自体に一定の価値を有するものとは考えられる中、

本スキームでは当社によって無償で取得される条件が設定されています。これについては、当社が未行使の新

株予約権の取得後、当社と独立した第三者による評価機関に新株予約権の価値を算出してもらい、適正な譲渡

価格での譲渡をすることで株主価値の保全に努めてまいります。

以上のことから、当社といたしましては、既存株主の皆さまに対する非上場型の株主割当による新株予約権無償発

行という本資金調達方法が、当社の目的を達成しつつ、かつ、上記メリットで記載したとおり、既存株主の皆さまの

利益保護に十分配慮した現時点における最良の資金調達方法であると考え、これを実施することといたしました。

 

４．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

(1）各株主様のお取引について

　本新株予約権が割り当てられた各株主様におかれましては、本新株予約権の行使により当社普通株式を取得する

ことが可能となっております。なお、上記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券（第11回新株予約権証

券）　(2）新株予約権の内容等」の「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に記載のとおり、当社が取

得条項に基づき2024年10月16日において残存する本新株予約権の全部を無償で取得し、当社の取締役会で承認され

た特定投資家に譲渡したうえでそれらの特定投資家が行使することにより希薄化が生じますので、この点、株主様

におかれましては、十分にご留意いただく必要があります。本日開示の資料にQ＆Aを掲載しておりますので、そち

らもあわせてご確認ください。

 

(2）単元未満株式の交付について

　本新株予約権無償割当においては、本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数が１株であり、当社の単元株

式数は100株であることから、100個未満の本新株予約権の行使に際しては、１単元に満たない数の株式が交付され

ることとなります。当社の定款上、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる

権利以外の権利を行使することができないとされており、また、東京証券取引所において売却を行うことができま

せん。

①　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②　取得請求権付株式の取得を請求する権利

③　募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

　なお、単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、当社に対して保有する単元未満株式

の売渡を請求することができます。

 

(3）現時点における発行済株式数、潜在株式数及び自己株式数（2024年８月１日現在）並びに割当てによる潜在株式

数

 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式数 18,169,218株 100.0％

潜在株式数 4,600,000株 25.3％

自己株式数 2,288株 0.1％

本新株予約権に係る潜在株式数 18,166,930株 100.0％
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(4）過去に調達した資金の使途について

　当社は、2024年６月11日に「資金使途の変更に関するお知らせ」として、第９回新株予約権の資金使途を変更

し、ビットコインの購入を進めていくことを発表いたしました。具体的には、コア事業における開発・運営・宣伝

費の支出を206百万円で終了し、及びコンサルティング事業にかかる人件費への割り当てを取り止め、残額234百万

円をビットコインの購入として投資事業に係る投資原資として割り当てました。本日現在、当該使途変更による資

金は調達、使用ともに完了しております。

（第９回新株予約権の充当状況等）

具体的な使途 金額（百万円） 支出時期

運転資金 400 2023年２月～2024年12月

コア事業における開発・運営・宣伝費
290

（使途修正後206）
2023年２月～2024年12月

コンサルティング事業にかかる人件費
150

（使途修正後－）
2023年２月～2025年12月

投資事業にかかる投資原資
474

（使途修正後708）
2023年２月～2025年12月

借入金の返済 41 2023年２月～2023年３月

合計 1,355  

なお、当該資金使途変更による資金等を用いた、2024年６月以降有価証券届出書提出日までのビットコインの購入

状況は、以下の通りです。

購入日付：　　　2024年6月10日～11日

購入枚数：　　　21.8565ビットコイン

平均購入価格：　10,706,180円／1ビットコイン

購入総額：　　　234百万円

 

５．既存株主等の動向

　株主の需要動向又は権利行使の見込みについては、インサイダー規制との兼ね合いで調査しておりません。上記の

とおり、株主の皆さまに対する企業価値向上に対する直接のメリットを享受頂くための新株予約権無償割当てである

ため、当社としては、可能な限り本新株予約権の行使を頂きたいと考えております。

 

６．行使状況の公表方法

　本新株予約権の行使期間中における行使状況及び発行済株式総数等につきましては、本新株予約権の一般投資家行

使期間満了後及び特定投資家行使期間満了後に行使完了の結果を公表する予定であります。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第１【公開買付け又は株式交付の概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付

子会社との重要な契約）】
　該当事項はありません。
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第三部【追完情報】

１．事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第25期、提出日2024年３月27日)及び四半期報告書(第26期第

１四半期、提出日2024年５月15日)(以下「有価証券報告書等」と総称します。)に記載された「事業等のリスク」に

ついて、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年８月６日)までの間において生じた変

更その他の事由はありません。

　なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

(2024年８月６日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しておりま

す。

 

２．臨時報告書の提出について

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第25期)の提出日(2024年３月27日)以後、本有価証券届出書提

出日(2024年８月６日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

(2024年３月27日提出の臨時報告書)

１　提出理由

　2024年３月25日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。

 

２　報告内容

１．議決権行使の結果

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第２号議案　取締役５名選任の件

サイモン・ゲロヴィッチ、阿部　好見、ドリュー・エドワーズ、桑島　浩彰及びデビッド・スペンサーを取

締役に選任するものであります。

なお、第１号議案「定款一部変更の件」につきましては、2024年３月25日付「第25回定時株主総会付議議案

の一部撤回に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛

成割合（％）

第２号議案      

サイモン・ゲロヴィッチ 790,351 7,841 － （注） 可決　98.96

阿部　好見 794,640 3,552 － （注） 可決　99.50

ドリュー・エドワーズ 794,500 3,692 － （注） 可決　99.48

桑島　浩彰 794,505 3,687 － （注） 可決　99.48

デビッド・スペンサー 794,640 3,552 － （注） 可決　99.50

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の

過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権

の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしまたは否決が明らかになったため、会社法に則っ

て決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部

の議決権の数は加算しておりません。

 

(2024年４月24日提出の臨時報告書)

１　提出理由
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　当社の主要株主及びその他の関係会社に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

１．主要株主の異動

（1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

①　主要株主だがその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主でなくなるもの　　　　　 EVO FUND

②　主要株主である筆頭株主となりその他の関係会社でなくなるもの　　MMXXベンチャーズ・リミテッド

③　主要株主でなくなるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デビッド・スペンサー

 

（2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

①　主要株主だがその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主でなくなるもの　　　　　　　　 EVO FUND

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２ 400,254個 34.90％

異動後※３、４ 199,137個 11.71%

 

②　主要株主である筆頭株主となりその他の関係会社でなくなるもの　　　　MMXXベンチャーズ・リミテッド

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２ 267,250個 23.30%

異動後※３、５ 303,765個 17.87%

 

③　主要株主でなくなるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デビッド・スペンサー

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２ 150,000個 13.08％

異動後※３ 150,000個 8.82%

　※１．上記の割合は、小数第３位を四捨五入して算出しております。

２．異動前の議決権の数については、2022年11月30日時点の株主名簿に基づいております。

３．異動後の議決権の数については、2023年12月31日時点の株主名簿に基づき、2023年12月31日現在の発行済株式総

数114,692,187株から議決権を有しない株式数21,725株を控除し、2024年４月８日から2024年４月22日までに行

使した株式数55,321,300株（議決権の数553,213個）を発行済株式総数に含めて算出しております。

４．EVO FUNDの議決権の数につきましては、2024年４月17日に提出された大量保有報告書の変更報告書を参考に異動

を加味しております。

５．MMXXベンチャーズ・リミテッドの議決権の数につきましては、2024年４月16日に提出された大量保有報告書の変

更報告書を参考に異動を加味しております。

 

（3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

A)　第９回新株予約権（2023年２月８日発行）を、EVO FUNDが保有する本株株予約権（335,000個）すべ

てを、MMXXベンチャーズ・リミテッドが保有する本新株予約権の一部（132,500個）を、それぞれ９

名（法人２社、個人７名）に譲渡し、当該９名全員が取得した本新株予約権を行使いたしました。

B)　第９回新株予約権（2023年２月８日発行）を、MMXXベンチャーズ・リミテッドが、保有する本新株予

約権（202,500個）の一部（85,713個）を行使いたしました。

 

②　異動の年月日

A)　2024年４月８日

B)　2024年４月18日

 

（4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

A)　資本金の額　　　　　　　　　467,500,001円

　　発行済株式総数　　普通株式　161,442,187株

B)　資本金の額　　　　　　　　　553,213,001円

　　発行済株式総数　　普通株式　170,013,487株

 

（2024年５月27日提出の臨時報告書）
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１　提出理由

　当社の主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

す。

 

２　報告内容

１．主要株主の異動

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

①　あらたに主要株主である筆頭株主となるもの　　　　　　　　　INTERACTIVEBROKERS LLC

②　主要株主だが主要株主である筆頭株主でなくなるもの　　MMXXベンチャーズ・リミテッド

③　主要株主でなくなるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVO FUND

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

①　あらたに主要株主である筆頭株主となるもの　　　　　　INTERACTIVEBROKERS LLC

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２ －個 －％

異動後※３ 254,369個 15.67％

 

②　主要株主だが主要株主である筆頭株主でなくなるもの　　MMXXベンチャーズ・リミテッド

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２ 303,765個 17.87％

異動後※３、５ 242,021個 14.90％

 

③　主要株主でなくなるもの　　　　　　　　　　　　　　　EVO FUND

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２ 199,137個 11.71％

異動後※３、４ 153,492個 9.46％

　※１．上記の割合は、小数第３位を四捨五入して算出しております。

２．異動前の議決権の数については、2023年12月31日時点の株主名簿に基づき、2023年12月31日現在の発行済株式総

数114,692,187株から議決権を有しない株式数21,725株を控除し、2024年４月８日から2024年４月22日までに行

使した株式数55,321,300株（議決権の数553,213個）を発行済株式総数に含めて算出しております。

３．異動後の議決権の数については、2024年５月８日時点の株主名簿に基づいております。

４．EVO FUNDの議決権の数につきましては、2024年５月23日に提出された大量保有報告書の変更報告書を参考に異動

を加味しております。

５．MMXXベンチャーズ・リミテッドの議決権の数につきましては、2024年５月23日に提出された大量保有報告書の変

更報告書を参考に異動を加味しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　当社2024年６月28日開催予定の臨時株主総会の基準日として設定した2024年５月８日の株主名簿を2024

年５月16日に取得致しました。その際INTERACTIVEBROKERS LLCが主要株主で大株主２位でありましたが、

株主の異動を適時開示することを遅延しておりました。

　なお、INTERACTIVEBROKERS LLCの保有株式は、本来持っている株式に加え、2024年４月23日に開示しま

した第９回新株予約権の行使の方９名の内、一部が含まれております。

　その後、2024年５月23日に提出された大量保有報告書の変更報告書２社分を本日確認いたしました。

2024年５月８日時点の株主名簿に基づき、加え、2024年５月23日の大量保有報告書の変更報告書２社分を

反映し、提出するものであります。

　主要株主であったEVO FUNDは属性として該当しないこととなり、主要株主である筆頭株主であったMMXX

ベンチャーズ・リミテッドは属性として主要株主となり、INTERACTIVEBROKERS LLCは属性として主要株主

である筆頭株主であると確認いたしました。

 

②　異動の年月日
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INTERACTIVEBROKERS LLC　　　　　2024年５月８日

MMXXベンチャーズ・リミテッド　　2024年５月23日

EVO FUND　　　　　　　　　　　　2024年５月23日

 

(4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　　　483,712,451円

発行済株式総数　　普通株式　　162,513,487株

 

（2024年５月29日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　連結子会社である株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンが東京地方裁判所に破産手続き開始の申

立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第17号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

①　名称　　　　：株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン

②　住所　　　　：東京都港区元麻布三丁目１番６号

③　代表者の氏名：代表取締役社長　　ティモシー・ハンシング

 

(2）当該破産手続開始の申立て等を行った年月日

2024年５月28日

 

(3）当該破産手続開始の申立て等に至った経緯

　当社連結子会社の株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンは、当社が過去に所属していたレッ

ド・プラネットグループのブランドでホテル運営を請け負っておりました。しかし、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響により宿泊客が激減したため、運営していたホテルを順次閉鎖いたしました。また、今後

についても事業を再開する見通しが立っていないため、本申立てを行いました

 

(4）当該破産手続開始の申立て等の内容

①　管轄裁判所　：東京地方裁判所

②　事件番号　　：令和６年(フ）第3411号

③　申立者代理人：東京都千代田区内幸町二丁目１番４号　日比谷中日ビル６階

三宅坂総合法律事務所

弁護士　　松本　甚之助

同　　　　野田　陽一

同　　　　野口　遥斗

①　負債総額　　：2,202百万円（2024年３月31日現在）

 

（2024年５月31日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社は、2024年５月20日（月）開催の取締役会において、当社の普通株式の併合（以下「本株式併合」といい

ます。）を目的とする、2024年６月28日（金）開催予定の当社の臨時株主総会を招集することを決定いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の４の規

定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）本株式併合の目的

　当社の発行済株式総数は、本日現在で162,513,487株であり、株価は2024年５月17日（金）現在で35円と

なっております。これらの数字は、他の東京証券取引所スタンダード市場上場会社の数字と比較すると、株式

数は極めて多い一方、株価は著しく安価なものとなっております。

　この結果、株価が１円変動するごとに数パーセントの変動率となり、株価の乱高下を招きやすい状態となっ

ております。株式を併合することによりこの変動率を減少させることができ、このような事象が少なくなるた

め、市場や一般投資家からの信頼獲得や流動性の向上にも繋がるものと考えます。

　次に、有価証券上場規程第445条において投資単位は５万円以上が望ましいと規定されているところ、当社

の株価は現状ではこの数字を大きく下回っており、市場参加者との信頼関係を維持するためにも投資単位を上

記の望ましい水準に近づける必要があります。
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　また、株式、株主様の管理にあたっては、株主様お１人当たりに株主名簿管理をはじめとする株式関連事務

コストが掛かっているところ、現状の投資単位では上記コストに見合うだけの事務運営ができていないケース

もあるため、今後は各株主様が株式関連事務コストに見合った投資単位での投資をしていただきやすくするた

めという意義もあります。

　さらに、配当は１株当たり１円単位であり、株式併合手続を行うことでより柔軟な配当政策を起用すること

もできるようになります。

　このような理由から、今般、10株を１株に併合する株式併合を実施することといたしました。併合割合につ

きましては、望ましいとされる投資単位の水準への調整の中で、保有機会を失う株主様の数を極力抑えられる

よう、慎重に決定しております。

 

(2）本株式併合の割合

　10株につき１株の比率をもって併合いたします。2024年７月31日の株主名簿に記載または記録された株主様

の所有株式数が基準となります。

 

(3）会社法第234条により１株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当

該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠

①　端株の扱い

　本株式併合の結果、保有株式10株未満の株主様は１株未満に該当することとなりますが、その場合には会

社法の定めに基づき一括して売却処分又は自己株式として買い取り、それらの代金を端数の生じた株主様に

対して、端数の割合に応じて分配いたします。

②　単元未満株式が生じる場合の処理

　本株式併合の結果、2024年５月８日付株主名簿によりますと、保有株式100株以上1,000株未満の株主

7,179名様（株主様全体の44.8％）は新たに単元未満株式の保有者となり、取引所市場における売買機会及

び株主総会における議決権を失うことになります。

　なお、当該株主様は、証券会社における手続きで不便をかけることになりますが、買い増しを通じて株主

様が単元地位を維持することができ、株式の流動性のメリットを享受できます。

　また、株主様には市場価格において売渡し請求及び買取り請求の二つの選択肢があり、株主様が株式併合

により金銭的に損することはありません。

　単元未満株式の保有者となる株主様は、会社法第194条第１項および定款の規定により、株主様が有する

単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すよう、当社に対して請求することができま

す。

　また、同法第192条第１項の規定により、自己の有する単元未満株式を買取るよう、当社に対して請求す

ることもできます。

 

(5）本株式併合がその効力を生ずる日

2024年７月31日（水）（予定）　本株式併合の基準日

2024年８月１日（木）（予定）　本株式併合の効力発生日

 

(2024年６月11日提出の臨時報告書)

１　提出理由

　当社の主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

す。

 

２　報告内容

１．主要株主の異動

（1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

①　主要株主だが加えて主要株主である筆頭株主となるもの　　　　　　　MMXXベンチャーズ・リミテッド

②　主要株主だが主要株主である筆頭株主でなくなるもの　　　　　　　　　　　INTERACTIVEBROKERS LLC

 

（2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

①　主要株主だが加えて主要株主である筆頭株主となるもの　　　　　　　　　MMXXベンチャーズ・リミテッド

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※３、４ 242,021個 14.90%

異動後※３、５ 276,786個 17.03%
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②　主要株主だが主要株主である筆頭株主でなくなるもの　　　　　　　　　　　　　INTERACTIVEBROKERS LLC

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※３ 254,369個 15.67%

異動後※３ 254,369個 15.67%

　※１．上記の割合は、小数第３位を四捨五入して算出しております。

　　２．異動前の議決権の数については、2023年12月31日時点の株主名簿に基づき、2023年12月31日現在の発行済株

式総数114,692,187株から議決権を有しない株式数21,725株を控除し、2024年４月８日から2024年４月22日まで

に行使した株式数55,321,300株（議決権の数553,213個）を発行済株式総数に含めて算出しております。

　　３．異動後の議決権の数については、2024年５月８日時点の株主名簿に基づいております。

　　４．MMXXベンチャーズ・リミテッドの議決権の数につきましては、2024年５月23日に提出された大量保有報告書

の変更報告書を参考に異動を加味しております。

　　５．MMXXベンチャーズ・リミテッドの議決権の数につきましては、2024年６月10日に提出された大量保有報告書

の変更報告書を参考に異動を加味しております。

 

（3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　2024年６月10日付でMMXXベンチャーズ・リミテッド及びINTERACTIVEBROKERS LLCより提出された大量保有

報告書により、当社の主要株主である筆頭株主に異動が生じました。

なお、当社において、主要株主の異動は生じておりません。

 

②　異動の年月日

2024年６月10日

 

（4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

　資本金の額　　　　　　　　　559,574,951円

　発行済株式総数　　普通株式　170,013,487株

 

(2024年６月11日提出の訂正臨時報告書)

１　臨時報告書の訂正報告書の提出理由

2024年５月29日に提出いたしました臨時報告書について、XBRLデータの一部に誤りがありましたので、これを訂

正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。なお、併せて、訂正後のXBRLデータ一式を提出

いたします。

 

２　訂正事項

2024年５月29日提出の臨時報告書のXBRLデータの一部

 

３　訂正内容

（訂正前）企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号

（訂正後）企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第17号

 

（2024年７月１日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　2024年６月28日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２　報告内容

１．議決権行使の結果

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月28日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更（目的変更（現行定款第１章　第２条））の件

現行定款第2条（目的）を、当社の財務管理戦略におけるビットコインへの重点的な移行に

合わせて、事業目的を修正するものです。
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第２号議案　株式併合の件

当社の普通株式（以下「当社株式」という。）について、以下の内容の株式の併合（以下

「本株式併合」という。）を実施するものであります。

①　併合割合

当社普通株式について、10株を１株の割合で併合いたします

②　株式の併合がその効力を生ずる発生日（効力発生日）

2024年８月１日

③　効力発生日における発行可能株式総数

22,823,794株

 

第３号議案　定款一部変更（第２号議案株式併合に伴う変更）の件

第２号議案が承認されることを本議案の決議を行う前提条件として、当社の発行可能株式総

数を65,000,000株に変更するものであります。

 

第４号議案　取締役５名選任の件

今後の新分野への展開を見据え、新たな事業機会に挑戦し、企業価値の向上と経営体制の強

化を図るため、取締役５名の選任を取締役に選任するものであります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 1,150,053 5,299 － （注）１ 可決　99.20

第２号議案 1,149,593 5,759 － （注）１ 可決　99.16

第３号議案 1,150,639 4,713 － （注）１ 可決　99.25

第４号議案      

マーク・ユスコ 1,152,145 3,207 － （注）２ 可決　99.38

ジェイソン・ファング 1,152,070 3,282 － （注）２ 可決　99.37

タイラー・エヴァンス 1,152,095 3,257 － （注）２ 可決　99.37

ベンジャミン・ツァイ 1,152,039 3,313 － （注）２ 可決　99.37

衛藤　バタラ 1,152,145 3,207 － （注）２ 可決　99.38

　（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議

決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしまたは否決が明らかになったため、会社法に

則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない

一部の議決権の数は加算しておりません。

 

(2024年７月22日提出の臨時報告書)

１　提出理由

　当社の主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

す。

 

２　報告内容

１．主要株主の異動

（1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

①　主要株主である筆頭株主だったが主要株主および主要株主である筆頭株主でなくなるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MMXXベンチャーズ・リミテッド
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②　主要株主だが加えて主要株主である筆頭株主となるもの　　　　　　　　　　INTERACTIVEBROKERS LLC

 

（2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

①　主要株主である筆頭株主だったが主要株主および主要株主である筆頭株主でなくなるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MMXXベンチャーズ・リミテッド

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２、４ 276,786個 17.03%

異動後※３、５ 150,000個 8.26%

 

②　主要株主だが加えて主要株主である筆頭株主となるもの　　　　　　　　　　　　　INTERACTIVEBROKERS LLC

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前※２ 254,369個 15.67%

異動後※３ 266,168個 14.66%

　※１．上記の割合は、小数第３位を四捨五入して算出しております。

　　２．異動前の議決権の数については、2024年５月８日時点の株主名簿に基づいております。

　　３．異動後の議決権の数については、2024年６月30日時点の株主名簿に基づいております。

　　４．MMXXベンチャーズ・リミテッドの議決権の数につきましては、2024年６月10日に提出された大量保有報告書

の変更報告書を参考に異動を加味しております。

　　５．MMXXベンチャーズ・リミテッドの議決権の数につきましては、2024年７月22日に提出された大量保有報告書

の変更報告書を参考に異動を加味しております。

 

（3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　2024年７月22日付でMMXXベンチャーズ・リミテッドより提出された大量保有報告書及び当社2024年６月30

日現在の株主名簿により、当社の主要株主である筆頭株主に異動が生じました。

 

②　異動の年月日

2024年７月22日

 

（4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

　資本金の額　　　　　　　　　677,705,002円

　発行済株式総数　　普通株式　181,692,187株

 

３．最近の業績の概要

　　　　　当中間連結会計期間　主要な損益情報等（見込み）

 
当中間連結会計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年６月30日)

売上高 168,494千円

経常損失（△） △176,500千円

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △176,975千円

純資産額 2,316,194千円

総資産額 3,876,447千円

注：上記数値はいずれも本有価証券届出書提出日時点での見込みであります。なお、2024年８月14日に半

期報告書を提出する予定であり、それに伴い訂正届出書を提出する予定であります。

 

４．資本金の増減について

　後記「第四部　組込情報」に記載の第25期有価証券報告書「第一部　企業情報」の「第４　提出会社の状況」の

「１　株式等の状況」の「(4）発行済株式総数、資本金等の推移」に記載の資本金について、当該有価証券報告書

の提出日（2024年３月27日）以降、本有価証券届出書提出日（2024年８月６日）までの間において、以下のとお

り、変化しております。
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年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2024年１月12日

（注）１
－ 114,692,187 △575,000 0 － 1,909,745

2024年４月１日～

2024年６月30日

（注）２，３、４

67,000,000 181,692,187 677,705 677,705 677,705 2,587,450

2024年８月１日

（注）５
163,522,969 18,169,218 － 677,705 － 2,587,450

（注）１．会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を575,000

千円減少し、欠損填補したものであります。

２．2024年４月８日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が46,750,000株、資本金及び資本

準備金がそれぞれ472,876千円増加しています。

３．22024年４月22日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,571,300株、資本金及び資本

準備金がそれぞれ86,698千円増加しています。

４．2024年６月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,678,700株、資本金及び資本

準備金がそれぞれ118,130千円増加しています。

５．2024年６月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力

発生日（2024年８月１日）をもって10株を１株に株式併合しております。

これに伴い発行済株式総数が163,522,969株減少しております。
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第25期）

自　2023年１月１日
至　2023年12月31日

2024年３月27日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第26期第１四半期）
自　2024年１月１日
至　2024年３月31日

2024年５月15日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2024年３月27日
 

株式会社メタプラネット

取　締　役　会　 御　中

 

監査法人やまぶき

東京事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西岡　朋晃

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内海　慎太郎

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社メタプラネットの2023年１月１日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社メタプラネット及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は過年度より継続して営業損失、経常損失及び営業キャッ

シュ・フローのマイナスを計上しており、また当連結会計年度においても、営業損失、経常損失及び営業キャッシュ・フ

ローのマイナスを計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点

では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認めら

れる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要

な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分に記載されている事項を除き、監査報告書において報

告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結

財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社メタプラネットの

2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社メタプラネットが2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及

び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して

責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

2024年３月27日
 

株式会社メタプラネット

取　締　役　会　 御　中

 

監査法人やまぶき

東京事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西岡　朋晃

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内海　慎太郎

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社メタプラネットの2023年１月１日から2023年12月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

メタプラネットの2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は過年度より継続して営業損失及び経常損失を計上してお

り、また当事業年度においても、営業損失及び経常損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対

する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分に記載されている事項を除き、監査報告書において報

告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2024年５月15日

株式会社メタプラネット

取締役会　御中
 

監査法人やまぶき

東京事務所
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西岡　朋晃

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内海　慎太郎

 
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メタプ

ラネットの2024年１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2024年１月１日から2024
年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2024年１月１日から2024年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、
すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー
を行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メタプラネット及び連結子会社の2024年３月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
要な点において認められなかった。
 
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
 
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は過年度より継続して営業損失、経常損失及び営業キャッ

シュ・フローのマイナスを計上しており、また、当第１四半期連結累計期間においても、営業損失及び経常損失を計上し
ていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該
注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響
は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか
結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期
連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、
四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
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表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
 
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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